
 

 

平成１８年 ７月１３日 
 

各   位 
 

伊 豆 箱 根 鉄 道 株 式 会 社 
 
 
 

「事業再構築計画」の策定に関するお知らせ 
 
 
 
当社は、平成１８年７月１２日開催の取締役会において、「事業再構築計画」を下記のとおり決

議いたしましたので、お知らせいたします。 
 
 
 

記 
 
 
１．「事業再構築計画」の策定理由 
 
   当社は、西武グループ並びに金融機関の支援のもと、鉄道・バス・観光事業を中心に事業

を継続してまいりました。しかしながら、近年、マイカーの普及に伴う電車・バスの輸送分

担率の低下や伊豆・箱根地区の観光客数の伸び悩み、競争の激化など外部環境が著しく変化

し、本業である輸送事業・観光関連事業の低迷が顕著となりました。営業収入の縮小傾向が

続き、抜本的な改革が必要となりましたが、必要な対策の実行が後手に回り、収益力、ひい

ては競争力の低下を招く結果となっております。 
これまで全社的なコスト削減はもとより、ハマナコスタや松崎プリンスホテル、駒ヶ岳ケ

ーブルカーなど不採算事業所の廃止を行い収支改善に努めてまいりましたが、大幅な収益の

回復には至らず累積損失および有利子負債が増加し、財務内容が悪化し続けております。現

在のままでは、その返済には超長期が必要であり、金融機関から新規融資を受けることが非

常に困難な状況下にあります。 
当社は、このような現状を踏まえ、内包する諸問題を解決し、公共交通機関、観光施設を

担うものとして真に「社会から必要とされる企業」に革新するためには、抜本的な事業の再

構築を迅速かつ確実に遂行し、経営基盤の充実と収益力の強化および財務体質の改善が必要

不可欠であると判断し、この度「事業再構築計画」を策定いたしました。 
 
 
２．「事業再構築計画」の概要 
 
  （１）基本方針 
    ①事業の選択と集中～不採算事業からの撤退 

収益性を中心に、地域環境・競争力・資産の効率的運用・公共性・西武グループ事業

とのシナジー効果など、多方面から検証し事業の選択と集中を行います。 
     

②人員の抜本的な見直しおよびコストの削減 
     収益性および営業強化のため、組織の見直しおよびスリム化などの再編を行うととも

に、社員配置の適正化をはかりコストを削減いたします。 
 
     



 

 

③財務体質の改善 
     遊休資産など売却可能資産の早期売却や資本増強により、累積損失の解消および有利

子負債の圧縮を行い財務体質の改善をはかります。（資本増強等資本政策については、

「３．資本政策」参照） 
   

（２）主要施策 
    ①事業の選択と集中 

・コア事業の収益力強化 
        中心となる鉄道事業および沿線観光事業に３ヶ年で総額２４億円の設備投資を

行い、安全性ならびに収益性の向上をはかります。 
      ・ホテル事業からの撤退および資産の売却 
        ホテル事業としての継続を前提に、過去にとらわれずに新たな視点で各ホテル

について検討を重ねてきましたが、設備の劣化による競争力の低下と収益性の

改善が見込めないことから、当社としての事業継続を断念し、事業譲渡・資産

活用による売却を行います。（「４．譲渡するホテルの名称」参照） 
     ・不動産販売事業からの撤退 

        藤枝ビュータウンは、鉄道事業や自動車事業、観光事業との連携が困難な地域

にあり、シナジー効果が期待できないために早急に売却を進め、不動産販売事

業から撤退いたします。 
      ・自動車事業を完全分社し、伊豆箱根自動車株式会社（「伊豆箱根バス株式会社」に

商号変更予定）に集約 
        競合路線の整理と人材の効率的な活用をはかり、収益性の維持と競争力を強化

するため、自動車事業を伊豆箱根自動車に集約いたします。さらに、完全分社

することにより収益性の向上と利益体質の強化をはかります。（「５．自動車事

業譲渡の概要」参照） 
     

②人的資源の再配置および削減 
      ・安全性を第一に各事業の必要人員を再考し、社員配置の適正化をはかります。 
      ・事業の撤退及び希望退職者募集等により人員を削減いたします。 

○連結（タクシー子会社３社《伊豆箱根交通株式会社、ツバメ自動車株式会社、

沼津交通株式会社》を除く） 
        平成１７年１１月：１，６９５名（正社員１，２１０名、契約社員４８５名） 
        平成２１年 ３月：１，１３５名（正社員  ７８０名、契約社員３５５名） 
 
    ③組織改正 
      ・組織を再編成し、柔軟な人材活用と情報の共有化および経営の効率化をはかると

ともに、組織力の強化と経営管理の充実をはかります。 
      ・経営企画本部を新設（平成１７年１２月設置済）し、事業計画のモニタリングと

検証体制の確立など内部管理体制を整備いたします。 
     

④西武グループとの協調体制 
当社の営業基盤である伊豆・箱根地区において、株式会社プリンスホテルなどグル

ープ会社との連携を密にし、新商品の開発など協調体制を整えます。 
     

⑤不稼動資産売却および資本注入による財務体質の改善 
      遊休不動産など不稼動資産の早期売却、西武鉄道株式会社による優先株の引受け（資

本増強）により、累積損失の解消および有利子負債の圧縮を行います。 



 

 

  （３）各事業部門の基本方針 
    ①鉄道部門 
      ・地域の公共交通機関として安全性を第一に考え、基幹事業である鉄道事業ととも

に、鉄道沿線に付帯する事業により収益を確保いたします。 
      ・営業活動を促進させて、定期外旅客の増加をはかります。 

・安全の確保を前提とし、ワンマン運転の導入や設備の改修等により、人件費の削

減をはかります。 
 

②観光営業部門 
・伊豆箱根地区において設備投資、コスト削減、グループの協調によって競争力を

高めます。 
・自治体・西武グループ各社と連携をとり伊豆箱根地区への観光客数の増加を目指

すとともに、観光地としての価値の向上を目指します。 
・事業形態の見直しを進めて正社員比率を下げることにより、人件費の削減をはか

ります。 
 
③自動車部門 

・沿線住民の足として利便性の向上に加え、鉄道事業と観光事業との連携をはかり

ます。 
・営業活動を促進させて、観光・貸切バス利用者の増加をはかります。 

 
  （４）計画数値 
      （単体）                          （単位：百万円） 
      
 
 
 
 
 
 
 
       
 

（連結）                          （単位：百万円） 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．資本政策（第三者割当による新株式の発行及び減資・減準備金） 
 
  （１）目的 
    借入金圧縮による金融取引の正常化および支払金利の減少と設備投資資金充当のため、

第三者割当による新株式の発行を行うとともに、減資・減準備金を行い、累積損失を解

消いたします。 
 

 平成１８年３月期 平成２１年３月期（計画） 
売 上 高 １５，８６０ ８，１６４

営 業 利 益 △３７３ ７５６

経 常 利 益 △８３６ ４７７

株 主 資 本 ５，６２５ １２，１２３

有利子負債残高 ２０，９７０ ９，３２３

 平成１８年３月期 平成２１年３月期（計画） 
売 上 高 ２２，０８１ １５，７１４

営 業 利 益 △２８９ ８８７

経 常 利 益 △７４３ ６２４

株 主 資 本 ５，８３７ １２，７１８

有利子負債残高 ２１，３９１ ９，５２５



 

 

  （２）第三者割当による新株式の発行の概要 
    ①株式の種類 
      伊豆箱根鉄道株式会社Ａ種優先株式（議決権を有しない） 
 
    ②発行新株式数 
      ９００，０００株 
 
    ③発行価額の総額 
      ９，０００百万円 
 
    ④発行方法 
      第三者割当の方法により、西武鉄道株式会社に全株式（９００，０００株）を割

当てます。 
 
    ⑤資金の使途 
      有利子負債の返済、安全投資及び戦略投資等 
 
    ⑥新株式の払込期日 
      平成１８年９月下旬 
 
    ⑦割当先の概要 
      名   称  西武鉄道株式会社 
      本店所在地  東京都豊島区南池袋一丁目１６番１５号 
      代 表 者 名  取締役社長 後藤高志 
      資 本 の 額  ２１，６６５百万円 
      事 業 内 容  鉄道事業、沿線観光事業、不動産事業 
 
  （３）減資・減準備金の概要 

  ①減少する資本及び資本準備金の額 
      減少する資本金額    ４，５００百万円 
      減少する資本準備金額  ４，５００百万円 
 
    ②減資・減準備金の方法 
      会社法第４４７条第３項及び第４４８条第３項に基づき、第三者割当による新株

発行と同時に減資・減準備金を行い、減資・減準備金の効力発生日の前後で資本

金及び準備金の額は変わらないこととします。なお、減少する資本金及び資本準

備金の額は全て剰余金とします｡ 
 
    ③減資・減準備金の効力発生日 
      平成１８年９月下旬 

 
 

４．譲渡するホテルの名称 
 

   ・沼津ホテル（静岡県沼津市） 
   ・西熱海ホテル（静岡県熱海市） 
   ・大仁ホテル（静岡県伊豆の国市） 
   ・下田プリンスホテル（静岡県下田市） 
 

       ＊大仁ホテル、下田プリンスホテルは、譲渡先においてホテル営業を継続する予定です。  

なお、下田プリンスホテルは株式会社プリンスホテルに譲渡する予定です。 



 

 

    ５．自動車事業譲渡の概要 
 

（１）事業譲渡の内容 
①譲渡部門の内容 

      自動車事業（乗合バス、貸切バス）、整備事業 
 
    ②譲渡部門の最近に終了した事業年度の売上高及び経常利益 
      売上高   ２，６９９百万円 
      経常利益   △２１１百万円 
 

（２）譲渡の日程  平成１８年１０月 １日 
 
（３）相手会社の概要 

商   号  伊豆箱根自動車株式会社（「伊豆箱根バス株式会社」に商号変更予定） 
本店所在地  静岡県三島市大場３００番地 
代表者氏名  代表取締役 若林 久 
資 本 金  ２５百万円 
大 株 主  当社１００％所有 
事業の内容  自動車運送業、レンタカー受託業等 

 
 
６．日 程(予定) 
    

平成１８年 ７月１３日  株式会社西武ホールディングス取締役会決議 
   平成１８年 ８月３１日  沼津ホテル、西熱海ホテル、大仁ホテル、 

下田プリンスホテル営業終了 
   平成１８年 ９月 １日  ホテル事業の売却、事業譲渡 
   平成１８年 ９月 中旬  当社臨時株主総会 
   平成１８年 ９月 下旬  増資及び減資、減準備金効力発生 
   平成１８年１０月 １日  当社自動車事業を伊豆箱根自動車株式会社に譲渡 
 
 
７．業績の修正 
 

平成１９年３月期の連結業績予想（平成１８年 ４月 １日～平成１９年 ３月３１日） 
○修正前                            （単位：百万円） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 
単  体 １４，４９１ △４５５ 未定 
連  結 ２０，０３１ △３３７ 未定 

   ○修正後                            （単位：百万円） 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 
単  体 １１，１３０ △１，３８０ △３，２７０ 
連  結 １７，８４０ △１，２４０ △２，９６０ 

   修正の主な内容は次の通りです。 
    単 体 

売上高は、ホテル事業の撤退及び自動車部門の分社化により大きく減少しておりま

す。経常利益は、不採算事業からの撤退により改善はあるものの、不動産販売事業

撤退に伴う分譲地の早期売却による損失を見込んだため減益としております。 
    連 結 

売上高は、伊豆箱根鉄道のホテル事業からの撤退による減少が大きく影響しており



 

 

ます。自動車部門は、グループ間での事業譲渡のため影響は軽微であります。 
経常利益は、単体と同様の理由により減益としております。 

 
 
８．「事業再構築計画」の実行にあたり 
 
  当社は、これからも地域密着型の公共交通事業者であると心得、安全の確保に最大限の努

力をすると共に、お客さまの利便性向上に一層努めてまいります。また、当社が営むさまざ

まな事業活動を通じて、公的使命と社会的責任を果たし「社会から必要とされる企業」を目

指してまいりますので、これからも皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申しあげます。 
 
 

以 上       


